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はじめに

都道府県会館会議室 オンライン予約システムについて
（公財）都道府県センターでは令和７年４月より、都道府県会館の会議室貸出に関して、オン

ライン会議室予約システム「スマート空間予約」を導入しました。

これにより、利用者がいつでもオンラインで会議室の空室状況・利用料金を確認できるほか、
利用申込・見積書の出力を行うことができるようになります。

本説明書では初回手続きからオンライン予約システムの操作方法を解説します。

オンライン予約システム利用の手順
オンライン会議予約システムを利用するには初回の手続きが必要です。

【初回に必要な手続き】
１．スマート空間予約の会員登録

２．都道府県会館利用申請

初回の手続きが終わりましたら、都道府県会館会議室のオンライン予約が可能となります。

１．スマート空間予約
会員登録

２．都道府県センター
に「利用申請」手続

利用申請承認
通知を受ける
※メールで送付

手順① 手順② 手順③
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１．スマート空間予約の会員登録（初回のみ）

１-1．スマート空間予約 WEBサイトにアクセス
以下URLより「スマート空間予約」にアクセスします。

https://www.smartkaigisitsu.net/

１-2．利用者登録をクリック

１-3. 新規登録より個人・法人の種別を選択

１-4. 必要事項を入力して、「同意して確認」を選択してください

都道府県関係者（内部料金）が使用する場合は、
必ず法人を選択して下さい。

p4
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１．スマート空間予約の会員登録（初回のみ）

１-5．仮登録完了及び本登録作業
仮登録受付完了ページが表示されます。

アカウント仮登録完了のお知らせが届きますので、メール内のURLをクリックし、本登録に進ん
でください。

＜メール文章＞

１-6. 「スマート空間予約システム」の会員登録完了となります。

・都道府県などの関係者（内部料金）が使用する場合は、必ず組織
メールアドレス（●●●@pref.●●●.lg.jp）で登録をしてください。

・ここで登録された法人名が見積書の宛名として記載されます。
※法人名等のユーザーの情報はマイページで修正可能です。
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２．利用申請の手続き（初回のみ）

●「スマート空間予約」で都道府県センターに「利用申請」を行う
「スマート空間予約」を通して都道府県会館の会議室を予約するには、初めに「利用申請」を行
い、当法人（公財）都道府県センターから利用許諾を得る必要があります。
１度利用許諾を得たアカウントは、都道府県会館の全ての会議室に対して「予約申請」をする

ことができます。

2-１. 「ログイン」をする
①下記URLより、ログイン画面に移動します。

https://www.smartkaigisitsu.net/users/login

②会員登録で入力したメールアドレスとパスワードを入力後、「ログイン」をクリックします。

③ログインが完了するとマイページに自動的に移動します。

・ここでの「利用申請」とは、都道府県センターに「予約申請」を行う
初回手続きのことです。会議室の「予約申請」とは異なります。

・「利用申請」の承認を受けた後、都道府県会館会議室の「予約申
請」を行うことができます。

p6
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２．利用申請の手続き（初回のみ）

2-2. 都道府県センターの会場一覧ページへ移動する
下記URLより、「公益財団法人都道府県センターの会場一覧」ページへ移動します。
https://www.smartkaigisitsu.net/properties/parent_index/54510

２-３．「利用申請する」ボタンをクリックする
ページの上部にある「利用申請する」ボタンをクリックすると、「利用申請」が完了し、「ス

ペースの利用申請中」という表示に変わります。

p7
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２．利用申請の手続き（初回のみ）

２-4. 利用申請受付完了メールの確認
「利用申請を受け付けました」というメールが届きます。

利用申請が承認されるまでしばらくお待ちください。

２-5．利用申請が承認される
利用申請が承認された旨のメールが届きます。
以後、都道府県会館会議室の予約をオンラインで申請できるようになります。

・利用申請の承認作業には時間を要します。
・２営業日を過ぎても承認されない場合は当法人までご連絡ください。
・承認作業中にお客様に連絡を差し上げる場合がございます。

TIPS
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３．会議室を予約する

●会議室予約の流れ
都道府県会館の会議室をオンラインで予約するには、以下の流れで予約申請をします。

※予約の前に、１会員登録、２利用申請を必ず済ませてください（初回のみ）

3-１. スマート空間予約 都道府県センターのページへアクセス
以下URLより「スマート空間予約 都道府県会館」のページへアクセスします。

※下記URLをブックマークに登録することをお勧めします。

https://www.smartkaigisitsu.net/properties/view/1461

会議室の空きを調べる
仮予約の申請をする
（見積書の出力）

仮予約承認後、
本予約を登録する

手順① 手順② 手順③

p9
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３．会議室を予約する

３-2．使用したい会議室を調べる
①利用したい会議室の「空き状況」をクリック

3-３. 「ログイン」をする
①スマート空間予約に未ログインの場合は、会議室ページの右下にある「ログインボタン」から
ログイン画面へ移動します。

②会員登録で入力したメールアドレスとパスワードを入力後、「ログイン」をクリックします。

③ログインが完了すると会議室ページへ自動的に移動します。

p10
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３．会議室を予約する

3-4．会議室の空き状況・料金を確認する
①利用したい会議室の日付を選択する

②予約可能な時間帯に〇と1時間当たりの料金が表示されます

※内部料金適用者がログインした場合には、割引金額が表示されます。

p11

複数の会議室の空き状況をまとめて調べるには、都道府県会館の紹介下部分
「空き状況の一覧」よりご覧いただけます。

TIPS
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３．会議室を予約する

３-5．見積書を出力する
見積書が必要な場合は、予約申請前に見積書を出力します。

①開始時間・終了時間を設定した後、「見積り」ボタンをクリック

②必要なオプションを選択し、「見積PDFを出力する」をクリックします。
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３．会議室を予約する

③PDF形式の見積書が出力されます

・見積書を予約後に発行する場合は「マイページ」より発行します。
・電子印・理事長名・発行責任者名・担当者名が記載されます。
・発行日は変更することができません。
・見積書は部屋別・利用日毎の発行となります。複数の会場・日程
を一つの見積書で発行することはできません。

会議室の「お気に入り追加」について
会議室の個別ページで「お気に入りに追加」をクリックすると、マイページの
お気に入りスペースに会議室が追加され、スムーズに会議室を確認できます。

TIPS

p13
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３．会議室を予約する

３-6．仮予約申請を行う
①会議室詳細ページより、日時を選択のうえ、「予約申請」をクリック

②会議室・日時を確認、イベント名・利用人数・備考を記載のうえ、「利用規約を確認しまし
た」にチェックをして「利用申請」をクリックします。
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３．会議室を予約する

③マイページ「仮予約/利用申請」ページへ自動的に移動し、仮予約が登録されます。

※仮予約をキャンセルしたい場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

④「仮予約申請を受け付けました」というメールが送付されますのでご確認ください。

・仮予約状態です。この時点では本予約となりません。
・都道府県センターが仮予約を承認後、本予約登録が可能です。
・仮予約承認には時間を要します。
・都道府県センターより連絡をする場合があります。
・非承認となった場合はその旨のメールが届きます。
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３．会議室を予約する

３-7．本予約手続きを行う
①「仮予約が承認されました」というメールが届きます。
メールに記載されたURLより本予約の登録を行ってください。

※URLをクリック後、ログインを求められた場合は、メールアドレスとパスワードを入力して
ログインしてください。

・メールやマイページに記載されている「仮予約有効期限」内に必ず
「本予約手続き」を行ってください。
・期限内に「本予約手続き」を行わなかった場合は、自動キャンセル
されます。
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３．会議室を予約する

②マイページのメニューから、「仮予約/利用申請」ボタンをクリックする

③マイページの仮予約が表示されるので、「予約確定」ボタンをクリックする
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３．会議室を予約する

④予約詳細設定より、オプション・レイアウト・決済方法・請求書の宛名・イベント名・イベン
ト開始、終了時間・利用人数・備考を入力し、利用規約に同意の上。「予約の確認」をクリック

※仮予約申請の際に入力した項目は内容が引き継がれます。

・予約の内容は利用日４日前までマイページより変更可能です。
・請求書の宛名に入力された情報で、請求書が作成されます。

TIPS
p18
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３．会議室を予約する

⑤予約内容、料金、キャンセル規定が表示されます。
確認の上で、「この内容で予約する」をクリックします。

⑥本予約が完了し、本予約完了メールの送付がされます。

⑦マイページの「TOP」画面に予約が表示されますので必ずご確認ください。
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４．マイページで手続きをする

マイページでできる手続き一覧
マイページはログイン後、右上の「マイページTOP」よりアクセスできます。

４-１．予約の確認
TOPページより利用予定の確認ができます。

４-２．予約変更・キャンセル
TOPページの利用予定より、予約変更・キャンセルの手続きができます。

利用日前の見積書の出力ができます。

４-３．仮予約/利用申請の確認、本予約の手続き
仮予約の状況、本申請の手続きをすることができます。

４-４．予約履歴/料金明細確認
利用終了後の予約・料金明細の確認、見積書の発行ができます。

４-５．アカウント編集
アカウント情報の編集ができます。

４-６. 見積書発行
会議室の見積書を発行ができます。
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４．マイページで手続きをする

４-１．利用日前の予約を確認する
①TOPページより利用予定の確認ができます。

②予約の詳細を確認する場合は、「利用予定一覧」をクリックします。

③料金明細をクリックすると、予約の詳細・料金が表示されます。

・TOPページでは西暦は表示されません。利用年の確認は、この後
の「利用予定一覧」よりご確認ください。
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４．マイページで手続きをする

４-２-1．予約のキャンセル手続きをする
①TOPページより予約を変更・キャンセルしたい日時の「予約変更・キャンセル」を選択する。

②予約をキャンセルする場合、「この予約をキャンセルする」をクリックしてください。

③キャンセル料を確認のうえ、「キャンセルする」を選択してください。

＜キャンセル料が発生する場合＞ ＜キャンセル料が不要の場合＞
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４．マイページで手続きをする

４-２-２．予約の変更手続きをする

①TOPページより予約を変更・キャンセルしたい日時の「予約変更・キャンセル」を選択する。

②予約を変更する場合、「予約を変更する」をクリックします。

p23
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４．マイページで手続きをする

③予約の内容を変更し、「予約内容を変更する」をクリックします。

④変更内容の確認画面で、内容・料金を確認し、「この内容で変更する」をクリックします、
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４．マイページで手続きをする

⑤予約情報を更新しましたと表示されたら手続き完了です。

変更内容の確認メールが届くのでご確認ください。

＜メール文章＞

⑥予約変更後の見積書が必要な場合は4－6－1を参照してください。

・予約の内容は利用日４日前までマイページより変更可能です。
以降の変更は都道府県センターまでお問い合わせください。

・請求書の宛名はこの予約変更画面で修正してください。

TIPS

p25
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４．マイページで手続きをする

４-３．仮予約/利用申請の確認
仮予約の状態の確認、仮予約のキャンセル、仮予約承認後の本予約申請を行えます。

詳しくは３-７．本予約手続きを行うを参照してください。

p26



都道府県会館会議室
予約システムマニュアル

©2025 公益財団法人 都道府県センター

４．マイページで手続きをする

４-４．予約履歴/料金詳細
利用日が過ぎた予約の予約履歴・料金詳細・キャンセル料の確認・見積書の発行ができます。
利用日前の予約確認等は４－１を参照してください。

①メニュー項目のうち、予約履歴/料金明細を選択します。

②過去の予約履歴一覧が表示されます

③各予約にある項目を選択することで、詳細内容が表示されます。

【確認できること】
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料金明細 料金の明細が表示されます

見積書出力 見積書を出力できます
※詳細は4-6-2を参照

会場ページ スマート空間予約の都道府県会館ページへ移動
します。

スペース予約ページ スマート空間予約の各会議室予約ページへ移動
します。

地図 GoogleMAPで会場の位置が確認できます。

外部公式サイト 都道府県センターのウェブサイトへ移動します。
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４．マイページで手続きをする

４-５．アカウント編集
アカウントの登録編集をすることができます。

担当者、メールアドレス、会社名の変更などの手続きにご利用ください。

・このアカウントに登録したメールアドレスに請求書が送付されます。
・見積書はアカウントの会社名（個人利用の場合は個人名）が記入
されます。変更が必要な場合はこちらから手続きをしてください。

※請求書の宛名は予約詳細ページより変更が可能です。
・都道府県等など内部料金適用者はメールアドレスの変更をする場合、
必ず組織ドメインを利用してください。
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４．見積書の発行について

４-６．見積書発行
会議室利用料金の見積書を発行することができます。

利用日前の予約、利用日後の予約で発行手順が異なります。

※予約前の見積書を出力する場合は3－5を参照してください。

４-6-1. 利用日前予約の見積書発行
①マイページTOP画面より、見積書を出力したい予約の「予約変更・キャンセル」を選択します。

②各予約詳細項目のうち「見積書出力」を選択するとPDF形式の見積書が出力されます。

・見積書の宛名は「会社名」（個人の場合は個人名）が記載されます。
変更が必要な場合は6-5.アカウントの編集より手続きをしてください。

・見積書の発行日は発行日となります。変更はできません。
・見積書には電子印、理事長名、発行責任者、担当者名が記載されます。
・キャンセル料の見積書はスマート空間予約からは発行できません。
発行が必要な場合は都道府県センター管理部までお問い合わせください。

TIPS
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４．見積書の発行について

４-6-2. 利用日を過ぎた予約の見積書発行
①マイページのメニューから「予約履歴/料金明細」を選択します。

②出力したい予約にある「見積書出力」を選択するとPDF形式で見積書がダウンロードされます。

【参考︓見積書様式】
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公印
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５．請求書について

●請求書の送付方法
請求書はスマート空間予約アカウントに登録したメールアドレスに送付されます。

送付先のメールアドレスを変更する場合は、利用日までにマイページから手続きをしてください。

4－5．アカウントの編集参照

●請求書の送付時期
請求書は利用日の2週間以内にメールで発送します。

●請求書の宛名の変更
請求書の宛名には、予約時に入力した「請求書の宛名」が記載されます。

変更が必要な場合は利用日４日前までにマイページより変更手続きを行ってください。

4－2－2．予約の変更 参照

●請求書の様式
・請求書には法人理事長名、発行責任者名、発行担当者名が記載されます。

・請求書は予約番号別に出力されます。合算してお支払いする際は、お客様ご自身

で合算した金額を計算し、お振込みをお願いします。

・人事異動時など担当者が変わる際にはメールアドレスをご確認
ください。

・請求書を複数に分割して発行することはできません。
・請求書は予約番号別に発行されます。
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５．請求書について

●請求書様式サンプル
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公印


